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令和 ８ 年 ３ 月 19 日（木曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 １９ 　号）

　　　　規　　　則
○児童福祉法施行細則及び障害者の日常生活及び社会生
　活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改
　正する規則 （障害保健福祉課）　１
○石川県立総合看護専門学校学則の一部を改正する規則
 （地域医療政策課）　２

○食品衛生法施行細則の一部を改正する規則
 （薬事衛生課）　３
○クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則
 （　　同　　）　３
○石川県立保育専門学園学則の一部を改正する規則
 （少子化対策監室）　４

　 児 童 福 祉 法 施 行 細 則 及 び 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 令 和 八 年 三 月 十 九 日

 石 川 県 知 事 　 　 馳 　 　 　 　 　 　 　 　 浩 　

石 川 県 規 則 第 十 二 号

　 　 　 児 童 福 祉 法 施 行 細 則 及 び 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 細 則 の 一 部

を 改 正 す る 規 則

（ 児 童 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 　 児 童 福 祉 法 施 行 細 則 （ 昭 和 六 十 二 年 石 川 県 規 則 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 七 条 の 二 を 削 る 。

　 　 第 七 条 の 二 の 二 中 「 別 記 様 式 第 十 四 号 の 二 の 二 」 を 「 別 記 様 式 第 十 四 号 の 二 」 に 改 め 、 同 項 を 第 七 条 の 二 と す

る 。

　 　 第 七 条 の 二 の 三 を 削 る 。

　 　 第 七 条 の 三 の 見 出 し を 「 （ 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 の 廃 止 等 の 届 出 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 を 削 り 、 同 条 第 二 項 中

「 第 二 十 一 条 の 五 の 二 十 第 一 項 及 び 第 二 項 」 を 「 第 二 十 一 条 の 五 の 二 十 第 三 項 及 び 第 四 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 と

す る 。

　 　 別 記 様 式 第 十 四 号 の 二 を 削 る 。

　 　 別 記 様 式 第 十 四 号 の 二 の 二 中 「 （第７条の２の２関係 ） 」 を 「 （第７条の２関係 ） 」 に 改 め 、 同 様 式 を 別 記 様 式 第

十 四 号 の 二 と す る 。

　 　 別 記 様 式 第 十 四 号 の 二 の 三 を 削 る 。

　 　 別 記 様 式 第 十 四 号 の 三 を 次 の よ う に 改 め る 。

　別記様式第14号の３　
削除

（ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 　 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 細 則 （ 平 成 十 八 年 石 川 県 規 則 第 三 十 四

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 二 条 及 び 第 二 条 の 二 を 削 る 。

　 　 第 二 条 の 三 中 「 別 記 様 式 第 一 号 の 三 」 を 「 別 記 様 式 第 一 号 」 に 改 め 、 同 条 を 第 二 条 と す る 。

　 　 第 三 条 の 見 出 し を 「 （ 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 廃 止 等 の 届 出 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 を 削 り 、 同 条 第 二 項

を 同 条 と す る 。

規　　　　　　　　則

目　　　　　　　　　　　次
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　 　 別 記 様 式 第 一 号 及 び 別 記 様 式 第 一 号 の 二 を 削 る 。

　 　 別 記 様 式 第 一 号 の 三 中 「 （第２条の３関係 ） 」 を 「 （第２条関係 ） 」 に 改 め 、 同 様 式 を 別 記 様 式 第 一 号 と す る 。

　 　 別 記 様 式 第 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　別記様式第２号　
削除

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 石 川 県 立 総 合 看 護 専 門 学 校 学 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 令 和 八 年 三 月 十 九 日

 石 川 県 知 事 　 　 馳 　 　 　 　 　 　 　 　 浩 　

石 川 県 規 則 第 十 三 号

　 　 　 石 川 県 立 総 合 看 護 専 門 学 校 学 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 石 川 県 立 総 合 看 護 専 門 学 校 学 則 （ 昭 和 五 十 九 年 石 川 県 規 則 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 一 中
「 生物学 1 30

」
を
「 生物学 1 15

」
に 、

「

情報科学Ⅱ 1 30

」
を
「 情報科学Ⅱ

情報科学Ⅲ
1
1

15
30

」
に 、
「 倫理学

生活科学
1
1

30
15

」
を

「

倫理学 1 30

」
に 、
「

（375 ）

」
を
「

（360 ）

」
に 、

「 共通基本技術Ⅰ 2 45

」
を
「 共通基本技術Ⅰ １ 30

」
に 、
「 49 （1,170 ）

」
を

「 48 （1,155 ）

」
に 、
「 110

」
を
「 109 （3,072 ）

」
に 改 め る 。

　 別 表 第 二 中
「 心理学

行動科学
1
1

30
15

」
を
「

心理学 1 30

」
に 、

「 社会学
生活科学

1
1

30
15

」
を
「

社会学 1 30

」
に 、
「 14 （345 ）

」
を

「 12 （315 ）

」
に 、

「

フィジカルアセ
スメント

1 30

」
を

「 フィジカルアセ
スメント
ヘンダーソン看
護論演習

1

1

30

15

」
に 、

「 33 （810 ）

」
を
「 34 （825 ）

」
に 、
「 79

」
を

「 78 （2,232 ）

」
に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

（ 施 行 期 日 ）

１ 　 こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 　 改 正 後 の 別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 入 学 し た 者 に

つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 入 学 し た 者 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 　 施 行 日 前 に 入 学 し た 者 に つ い て は 、 改 正 後 の 別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 に 規 定 す る 教 育 課 程 、 単 位 数 及 び 授 業 時 間 数

で あ っ て 改 正 前 の 別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 に 規 定 す る 教 育 課 程 、 単 位 数 及 び 授 業 時 間 数 に 相 当 す る と 認 め る も の を 履
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　 　 別 記 様 式 第 一 号 及 び 別 記 様 式 第 一 号 の 二 を 削 る 。

　 　 別 記 様 式 第 一 号 の 三 中 「 （第２条の３関係 ） 」 を 「 （第２条関係 ） 」 に 改 め 、 同 様 式 を 別 記 様 式 第 一 号 と す る 。

　 　 別 記 様 式 第 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　別記様式第２号　
削除

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 石 川 県 立 総 合 看 護 専 門 学 校 学 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 令 和 八 年 三 月 十 九 日

 石 川 県 知 事 　 　 馳 　 　 　 　 　 　 　 　 浩 　

石 川 県 規 則 第 十 三 号

　 　 　 石 川 県 立 総 合 看 護 専 門 学 校 学 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 石 川 県 立 総 合 看 護 専 門 学 校 学 則 （ 昭 和 五 十 九 年 石 川 県 規 則 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 一 中
「 生物学 1 30

」
を
「 生物学 1 15

」
に 、

「

情報科学Ⅱ 1 30

」
を
「 情報科学Ⅱ

情報科学Ⅲ
1
1

15
30

」
に 、
「 倫理学

生活科学
1
1

30
15

」
を

「

倫理学 1 30

」
に 、
「

（375 ）

」
を
「

（360 ）

」
に 、

「 共通基本技術Ⅰ 2 45

」
を
「 共通基本技術Ⅰ １ 30

」
に 、
「 49 （1,170 ）

」
を

「 48 （1,155 ）

」
に 、
「 110

」
を
「 109 （3,072 ）

」
に 改 め る 。

　 別 表 第 二 中
「 心理学

行動科学
1
1

30
15

」
を
「

心理学 1 30

」
に 、

「 社会学
生活科学

1
1

30
15

」
を
「

社会学 1 30

」
に 、
「 14 （345 ）

」
を

「 12 （315 ）

」
に 、

「

フィジカルアセ
スメント

1 30

」
を

「 フィジカルアセ
スメント
ヘンダーソン看
護論演習

1

1

30

15

」
に 、

「 33 （810 ）

」
を
「 34 （825 ）

」
に 、
「 79

」
を

「 78 （2,232 ）

」
に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

（ 施 行 期 日 ）

１ 　 こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 　 改 正 後 の 別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 入 学 し た 者 に

つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 入 学 し た 者 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 　 施 行 日 前 に 入 学 し た 者 に つ い て は 、 改 正 後 の 別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 に 規 定 す る 教 育 課 程 、 単 位 数 及 び 授 業 時 間 数

で あ っ て 改 正 前 の 別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 に 規 定 す る 教 育 課 程 、 単 位 数 及 び 授 業 時 間 数 に 相 当 す る と 認 め る も の を 履

3令和８年３月 19 日（木曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

修 し た と き は 、 改 正 前 の 別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 に 規 定 す る 教 育 課 程 、 単 位 数 及 び 授 業 時 間 数 を 履 修 し た も の と み な

す 。

　 食 品 衛 生 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 令 和 八 年 三 月 十 九 日
 石 川 県 知 事 　 　 馳 　 　 　 　 　 　 　 　 浩 　

石 川 県 規 則 第 十 四 号

　 　 　 食 品 衛 生 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 食 品 衛 生 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 八 年 石 川 県 規 則 第 七 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 記 様 式 第 六 号 、 別 記 様 式 第 九 号 及 び 別 記 様 式 第 十 号 中

「 食管・食監・調・製・栄・管栄・船舶・と畜・食鳥

」
を

「 食監・食管・調・製・栄・管栄・船舶・と畜・食鳥

」
に 、
「 自動販売機の型番

」
を

「 自動販売機､全自動調理機の型番

」
に 、

「

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設 □ 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 □

ふぐの処理を行う施設 □
」

を

「

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設 □

飲食店のうち従業者が常駐せず全自動調理
機により調理された食品を販売する営業 □

ふぐの処理を行う施設 □ 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 □
」

に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

（ 施 行 期 日 ）

１ 　 こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 　 改 正 前 の 食 品 衛 生 法 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 し た 用 紙 は 、 な お 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と

が で き る 。

　 ク リ ー ニ ン グ 業 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 令 和 八 年 三 月 十 九 日

 石 川 県 知 事 　 　 馳 　 　 　 　 　 　 　 　 浩 　

石 川 県 規 則 第 十 五 号

　 　 　 ク リ ー ニ ン グ 業 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 ク リ ー ニ ン グ 業 法 施 行 細 則 （ 昭 和 五 十 九 年 石 川 県 規 則 第 五 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 記 様 式 第 一 号 中 「氏　　
名 」 を

「氏
　　

名
性
　　

別
個人番号 」

に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 四 号 中
「住
　　

所
氏
　　

名 」
を

「住
　　

所
氏
　　

名
性
　　

別
個人番号 」

に 改 め る 。
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　 別 記 様 式 第 五 号 中 「氏　　
名 」 を

「氏
　　

名
性
　　

別
個人番号 」

に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 七 号 中
「住

　　
所

氏
　　

名 」
を

「住
　　

所
氏
　　

名
性
　　

別
個人番号 」

に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

（ 施 行 期 日 ）

１ 　 こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 　 改 正 前 の ク リ ー ニ ン グ 業 法 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 し た 用 紙 は 、 な お 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す

る こ と が で き る 。

　 石 川 県 立 保 育 専 門 学 園 学 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 令 和 八 年 三 月 十 九 日

 石 川 県 知 事 　 　 馳 　 　 　 　 　 　 　 　 浩 　

石 川 県 規 則 第 十 六 号

　 　 　 石 川 県 立 保 育 専 門 学 園 学 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 石 川 県 立 保 育 専 門 学 園 学 則 （ 昭 和 四 十 三 年 石 川 県 規 則 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 十 八 条 第 一 項 中 「 授 与 し 、 か つ 」 を 「 授 与 す る と と も に 」 に 改 め 、 同 条 中 第 二 項 を 第 三 項 と し 、 第 一 項 の 次 に

次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 　 前 項 の 規 定 に よ り 保 育 学 科 の 課 程 を 修 了 し た 者 は 、 学 校 教 育 法 第 百 三 十 一 条 の 二 の 規 定 に よ り 専 門 士 と 称 す る こ

と が で き る 。

　 　 　 附 　 則

（ 施 行 期 日 ）

１ 　 こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 　 改 正 後 の 第 二 十 八 条 第 二 項 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に 保 育 学 科 に 入 学 す る 者 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前

に 保 育 学 科 に 入 学 し た 者 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。


